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1．背景と目的 

棚田を核とした地域振興によりその保全を図ることを目的として、令和元年 8 月に棚田地域

振興法が施行された。そして現在、全国各地で「指定棚田地域振興活動計画書（以後、計画書）」

が策定及び認定されており、長野県においても 14 計画書（令和 6 年 2 月時点）が認定を受け

ている 1)。一方で、棚田地域振興法が施行されて約 4 年半が経過したが、棚田地域振興法や計

画書に関する研究はみられない。計画書の策定については、中山間地域等直接支払交付金の加

算措置へのメリットが強調されるあまり、その他の対応が必ずしも十分ではない状況も懸念さ

れる。 

本研究では、長野県における 14 計画書についての概況を把握・整理し、その特性を明らか

にするとともに、計画策定における課題について考察を行う。 

2．方法 

令和 6 年 2 月時点までに認定された長野県の 14 計画書について、1)基礎的な概況、2)事業・

交付金・制度（以後、事業等）の活用について把握・整理し、計画策定における課題について

考察を行う。1)基礎的な概況は、主に協議会に含まれる指定棚田地域数、一団の棚田数、総面

積、協議

会の参加

者につい

て整理し

た。協議

会の参加

者以外に

ついては

長野県農

地整備課

から入手

した資料

を参考に

した。2)

事業等の

活用は、

記載のあ

った計画

書数と管

轄につい

て整理し

た。 

3．結果  

1)長野

県内の 14

協議会に 
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表1.各棚田地域振興協議会の概要

Overview of each rice terrace area promotion council

協議会名 市町村
認定

月日

指定棚田

地域数※2

一団の

棚田数

総面積

(ha)

稲倉の棚田地域振興協議会 上田市 R2.8 1 1 14.8

伊那市棚田地域振興協議会 伊那市 R2.8 12 53 497.2

千曲市棚田保全推進会議 千曲市 R2.8 1 1 62.9

辰野町棚田地域振興協議会 辰野町 R2.8 3 3 53.2

売木村指定棚田地域振興協議会 売木村 R2.8 1 4 37.8

麻績村指定棚田地域振興協議会 麻績村 R2.8 2 18 101.1

白馬村棚田地域振興協議会 白馬村 R2.8 2 5 21.0

小谷村棚田地域振興協議会 小谷村 R2.8 3 24 180.1

福島棚田振興協議会 飯山市※1 R3.4 1 2 36.8

飯島町棚田地域振興協議会 飯島町 R3.5 1 9 126.9

千代よこね田んぼ指定棚田地域振興協議会 飯田市 R3.9 1 1 3.6

栄村棚田地域振興協議会 栄村 R3.12 2 19 167.4

原村棚田地域振興協議会 原村 R5.5 1 4 180.8

飯沼の棚田地域振興協議会 中川村 R5.9 1 1 2.6

計 32 145 1486.2

平均 2.3 10.4 106.2

※1 一部、野沢温泉村含む　※2旧旧市町村
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ついて、まず指定棚田地域

数は、複数含むものが 6 協

議会あり、特に伊那市棚田

地域振興協議会は 12 の指

定棚田地域を含んでいた。 

また、含まれる一団の棚

田数は 1～53 と幅がみら

れた。総面積も約 3～

500ha で、ともに多様であ

ることが明らかになった

（表 1）。各協議会の参加

者についても、地元農家以

外に地元住民や農業者団

体、農業委員会等、3～8 種

類の多様な主体が参画し

ていた。 

2)各計画書には、スマー

ト農業や六次産業化の推

進、農村交流体験イベント

の実施等、様々な実施活動

項目が書かれていたが、そ

れを実現する手段である

事業等の記載は多くはな

かった。国は「棚田地域振

興関連予算」として 9 府省

庁 35 のメニューを提示し

ているが（令和 6 年 3 月時

点）2)、記載がみられたの

は農水省・総務省・地方自

治体のもののみで、「中山

間地域等直接支払制度」が

最も多く、次いで「地域お

こし協力体制度」「多面的

機能支払制度」であった

（表 2）。また、辰野町棚田

地域振興協議会、栄村棚田地域振興協議会、原村棚田地域振興協議会では市町村独自の事業等

を活用しようとしていた。 

4．考察と今後の展望 

各協議会に含まれる指定棚田地域数及び一団の棚田数、総面積は大きく異なっており、その

点を配慮した計画策定への対応が必要と考えられる。また、各協議会に参加する多様な主体に

ついては、どのように関与しているか等のさらなる実態把握が必要であろう。 

 計画書の策定段階では、メニューにある各種の事業を積極的に活用する状況にはなっていな

かった。これらの実態や、棚田コンシェルジュの関わり方も今後把握したい。また、事業を有

効に活用するには、まず各地において十分かつ適切に現状や課題を把握する必要があるが、現

在の計画書の記述からは、それらを確認することはほとんどできなかった。このことから計画

策定プロセスの段階で、これが十分に行えていない可能性があると考えられた。 
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表2.計画書に記載がある事業・交付金・制度

Projects, grants, and systems listed in the plan

管轄 事業・交付金・制度の名称 計画書数※

中山間地域等直接支払制度（加算も含む） 9

多面的機能支払制度 7

人・農地プラン 1

農地中間管理機構 4

農地耕作条件改善事業 3

経営体育成農地整備事業 1

農業次世代人材投資事業 1

青年就農支援事業 1

農業水路等長寿命化・防災減災事業 1

棚田地域緊急対策交付金 1

中山間地域農業農村総合整備事業 1

地域おこし協力隊制度 8

集落支援員制度 2

ふるさと納税 1

辰野町地域食材加工設備等整備補助金 1

田直し事業 1

栄村野生鳥獣被害防止対策事業補助金 1

緩衝帯整備事業 1

産業振興支援資金 1

ほ場整備事業 1

移住・定住お試し制度 1

※計画書数は重複あり

総務省

地方自治体

不明

農水省
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